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連合北海道札幌地区連合会／さっぽろ 労働相談センター 
札幌圏雇用センサス  ２０１４年１２月の相談状況 

「正しく働くためのルールを取得できる機会を創る必要がある」 
 
１．労働相談の概況について  
（１）相談件数について  

参照資料－１「２０１４年１２月 月別労働相談処理状況」 
参照資料－２「２０１４年 雇用形態別 相談者数 月別集計」 

「２０１４年 雇用形態別 相談件数 月別集計」 
参照資料－３「２０１４年１２月 相談者数（雇用形態・男女別、業種別）」、相談

案件処理状況 
 
１２月の相談状況は相談者数７４人、相談件数１３０件となりました。対昨年同月比

では＋３１人・＋５７件となり、一人当たりの相談件数では１．７６件と昨年同月を０．

０６ポイント上回っています。対前月比でも＋１８人・＋４１件と大幅増となり一人当

たり件数も０．１７ポイント増となりました。 
２０１４年の年間相談者数総計は７１６人（昨年６６０人）、同相談件数は１２２７件

（昨年１１４３件）となり、昨年を上回る状況となっています。 
 

【相談者数・相談件数・一人当たり相談項目数の比較】  
年 

項目      
相談者（人） 相談件数（件） 一人当たり相談件数（件）

２０１４年１２月 ７４人 １３０件 １．７６件

２０１４年１１月 ５６人 ８９件 １．５９件

２０１３年１２月 ４３人 ７３件 １．７０件

 
（２）雇用形態別相談者数及び件数について  

参照資料－２「２０１４年 雇用形態別 相談者数 月別集計」 
「２０１４年 雇用形態別 相談件数 月別集計」 

参照資料－４「２０１４年１２月 相談件数（雇用形態別・相談項目別）」 
 

相談者数７４人の内訳は、社員４３人、期限付雇用契約者（契約・パートタイマー・

臨時）３０人、不明１人となっており、男女比では男性５２人・女性２２人となってい

ます。相談件数１３０件の内訳は、社員７５件、期限付雇用契約者（契約・パートタイ

マー・臨時）５３件、不明２件となっています。男女比では男性９５件、女性３５件と

なっています。 
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【雇用形態別 相談者数（人）】 
 社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 
男 37 4 2 5 0 1 2 1 52 
女 6 5 10 1 0 0 0 0 22 
計 43 9 12 6 0 1 2 1 74 

 
【雇用形態別 相談件数（各上段）と一人当たり相談件数（各下段）】 

 社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 

男 
63 9 2 9 0 4 6 2 95 

1.70 2.25 1.00 1.80 0 4.00 3.00 2.00 1.81 

女 
12 9 13 1 0 0 0 0 35 

2.00 1.80 1.30 1.00 0 0 0 0 1.59 

計 
75 18 15 10 0 4 6 2 130 

1.74 2.00 1.25 1.67 0 4.00 3.00 2.00 1.76 
 

一人当たりの件数では、社員１．７４件、期限付雇用契約者（契約・パートタイマー・

臨時）１．７７件となっています。男女比では男性１．８３件、女性１．５９件となっ

ています。 
相談者数・相談件数ともに男性が女性を圧倒的に上回りました。雇用形態別では男性

からの相談は殆どの雇用形態に分布していますが正社員からの相談が７割となりまし

た。女性の相談はパートタイマーからの相談が多いものの４形態（正社員・契約・パー

トタイマー・臨時）からの相談に限定されました。 
雇用形態別に一人当たりの相談件数を検証すると年間４番目の高数値にあり、特に不

安定雇用（契約・季節・派遣）の分野では１人当たりの相談件数が多くなっています。 
 

（３）業種別相談状況について  
参照資料－５「２０１４年 業種別 相談者数 月別集計」 

「２０１４年 業種別 相談件数 月別集計」 
参照資料－６「２０１４年１２月 相談件数（業種別、相談項目別） 
参照資料－７「２０１４年１２月 相談者数（業種別、相談項目別） 
 
業種別相談状況による相談者数と相談件数の分布は次の通りです。 

 
「卸・小売業・飲食店」  １６人（相談件数２９件 １．８１件／一人） 
「その他サービス業」  １２人（   同２１件 １．７５件／一人） 
「医療・福祉・医薬品業」 ９人（   同１４件 １．５６件／一人） 
「建設・設計・重機業」  ７人（   同１４件 ２．００件／一人） 
「エネルギー・水道業」  ５人（   同１１件 ２．２０件／一人） 
「陸運・倉庫業」     ４人（   同 ６件 １．５０件／一人） 
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「食品加工業」      ３人（   同 ３件 １．００件／一人） 
「商品斡旋・リース業」  ３人（   同 ７件 ２．３３件／一人） 
「労働者派遣業」     ２人（   同 ６件 ３．００件／一人） 
「製造業」        ２人（   同 ３件 １．５０件／一人） 
「ビル管理業」      ２人（   同 ３件 １．５０件／一人） 
「会計行政法律事務所」  ２人（   同 ３件 １．５０件／一人） 
「金融保険・不動産業」  ２人（   同 ２件 １．００件／一人） 
「通信・報道・ＩＴ業」   ２人（   同 １件 ０．５０件／一人） 
「分類不能」       １人（   同 ３件 ３．００件／一人） 
「公務・公共サービス」  １人（   同 ２件 ２．００件／一人） 
「教育・学校」      １人（   同 ２件 ２．００件／一人） 
「交通業」        ０人（   同 ０件 ０．００件／一人） 
「農林漁業・協同組合」   ０人（   同 ０件 ０．００件／一人） 
「鉱業」         ０人（   同 ０件 ０．００件／一人） 

 
相談者数及び相談件数共に、「卸・小売業・飲食店」と「その他サービス業」が２桁

の数値となっていますが、２０業種中１７業種の労働者から相談が寄せられ、正社員

の相談は１３業種に分布しています。相談内容では「労働契約関係」、「賃金関係」及

び「労働時間関係」に集中しています（８３件）。また、「賃金関係」と「労働時間関

係」の相談は正社員からの内容が半数（３１件／６２件中）となっています。「雇用契

約関係」では就業規則に関する相談が６割以上を占めています（１３件／２１件中）。 
 

（４）相談内容について   
参照資料－４「２０１４年１２月 相談件数（雇用形態別・相談項目別）」 
参照資料－８ 「２０１４年 主相談項目別 相談者数 月別集計」 
参照資料－９ 「２０１４年 相談項目別 相談件数 月別集計」 

 
今月は、２０業種中１７業種から相談が寄せられ、全ての相談項目（１０項目）が

対象となっています。このうち、「賃金関係」と「労働時間関係」には多くの相談が寄

せられています。内訳をみると「賃金関係」では「不払残業・割増賃金」の項目に相

談が多く、「労働時間関係」には「年次有給休暇」についての相談が多く、シフト変更

の強要による長時間労働・休日休憩の不取得についての相談も目立っています。 
また、出産時の処遇や育児時間確保に関する理解が十分ではなく、申請する労働者

への嫌がらせやパワハラも目立ちました。 
 

① 相談内容の相談者数と相談件数の分布は以下の通りです。 
賃金関係   ２１人 ３４件 （賃金未払い・不払残業・割増賃金） 
労働時間関係 １９人 ２８件 （年次有給休暇・休日休憩・労働時間延長短縮） 
労働契約関係  ８人 ２１件 （就業規則・雇用契約） 
差別等     ８人 １０件 （嫌がらせ・パワハラ） 
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雇用関係    ６人 １３件 （解雇・解雇退職強） 
安全衛生    ４人  ８件 （労働災害） 
退職関係    ３人  ４件 
保険・税関係  ２人  ５件 
労働組合関係  ２人  ２件 
その他     １人  ５件 （経営問題・労務管理） 
合 計    ７４人 １３０件 

 
② 相談内容と雇用形態の内容を検証すると下表のように分布しています。 

雇用形態  
 
相談内容別相談件数  

社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

賃金関係  19 1 2 1 0 3 3 0 0 0 1 0 2 0 2 0 29 5
労働契約関係 5 1 1 5 0 1 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 14 7
労働時間関係  13 2 3 1 0 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 8
その他（経営問題・労

務管理）  
3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2

雇用関係  4 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 6
労働組合関係  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
保険・税関係  3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
退職関係  2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
安全衛生  4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
差別等  8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2

合   計  
63 12 9 9 2 13 9 1 0 0 4 0 6 0 2 0 95 35

75 18 15 10 0 4 6 2 130 
 
（５）違法件数について 

 参照資料－１０ ２０１４年 相談項目別 違法件数 月別集計 
参照資料－１１ ２０１４年 相談項目別 違法率  月別集計 

 
７４人から寄せられた１３０件の相談中、違法と判断される項目は７８件となっていま

す。６０％が違法という状況です。違法とされる７８件の内訳は次の通りです。 
【項目別違法件数の分布】  

項  目 違法件数 違法率 全相談件数 
賃金関係  ２７件 ７９．４％ ３４件 
労働契約関係 １７件 ８１．０％ ２１件 
労働時間関係  １４件 ５０．０％ ２８件 
雇用関係  ６件 ４６．２％ １３件 
差別等  ５件 ５０．０％ １０件 
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その他（経営問題・労務管理）  ４件 ８０．０％ ５件 
安全衛生  ３件 ３７．５％ ８件 
保険・税関係  ２件 ４０．０％ ５件 
退職関係  ０件 ０．００％ ４件 
労働組合関係  ０件 ０．００％ ２件 

総  数 ７８件 ６０．０％ １３０件 
 

今月の違反状況は件数が年内最高値、率では上位から３番目の数値となりました。

違反上位の項目は極端に違反率が高い傾向にありますが、低位の経営労務管理に関

する項目でも８０％の違法率となりました。残業管理、労働時間管理、賃金計算、

有給休暇及び就業規則の整備に関する相談で違反が多くみられます。 
 
２．１２月の相談状況について  

１２月の相談状況は、相談人数では年間２番目、相談件数では年間トップ、一人当

たりの相談件数では年間３番目の数値となりました。また、違反状況では件数が年内

最高値、率では上位から３番目の数値となりました。違反内容を見れば賃金関係、労

働契約関係、労働時間関係等上位項目は違反率も高く、就業規則に関する相談を主と

する労働契約関係では８１．０％が法律違反の内容となっています。経営労務管理に

関する項目は件数としては少ないものの違反率は８０．０％と大半が法律違反に関す

る相談となっています。 
１２月の相談者・相談件数は正社員男性の内容が圧倒的に多くなっています。そし

て正社員男性からの相談の殆どが賃金関係、労働契約関係及び労働時間関係に関する

ものです。内容は、就業規則を見たこともなく働いているが突然就業規則改定と労働

条件変更の通知があった、シフト勤務で働いているが急なシフト変更が頻繁にあり長

時間労働・休日なし・休憩なしが続いている、しかも残業手当が支払われない等、労

働契約の基本である就業規則の整備が蔑にされているというケースが目立ちます。 
有給休暇取得についても同様で、若年正社員からは自社に有給休暇の制度がないが

取得のためにはどこに申告すればよいか、有給休暇取得時の不利益（賃金カット・賞

与マイナス査定・恫喝等）が大きい等の相談が寄せられています。さらに、有給休暇

に関する相談では、管理者が公休を有給に振り替え有給取得促進を装うことについて

の相談も数例寄せられています。 
正しく働くための基本的ルールが会社・労働者の両方に不足しています。 
正しく働くといことは自分のためだけではなく、一緒に働く労働者やこれから働こ

うとする人に大変有益なものとなります。 
正しく働くためのルールを取得できる機会を社会の役割として創る必要があります。 
 

以 上 


